
公 示 書

　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第20条第４項の規定

による申請のあった次の遊技機については、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和60

年国家公安委員会規則第４号）第６条に規定する遊技機の型式に関する技術上の規格に適合してい

ると認められたことから、同規則第９条第１項の規定により公示する。

愛 知 県 公 安 委 員 会

番号

申請者、製造業者の氏名又は名称 代表者の氏名

申請者、製造業者の住所

遊技機の種類

型式名 検定番号

有効期間

令 和 8 年 2 月 4 日

8

株式会社オーイズミ・アミュ―ジオ 福島　智

東京都台東区東上野一丁目８番６号

回 胴 式 遊 技 機

ＬＢスロットガルフィーＡ４ ５Ｓ１３１５

令 和 8 年 2 月 4 日 から３年間

9

株式会社　藤商事 今山　武成

大阪市中央区内本町一丁目１番４号

ぱ ち ん こ 遊 技 機

ｅひきこまり吸血姫の悶々ＦＨＶ ５１１１０７

令 和 8 年 2 月 4 日 から３年間

10

株式会社　ＪＦＪ 松下　智人

大阪市中央区内本町一丁目１番４号

ぱ ち ん こ 遊 技 機

ｅ女神のカフェテラスヒロインｓコレクションＪＧＺ ５１１０５６

令 和 8 年 2 月 4 日 から３年間

11

株式会社　七匠 照沼　丈史

東京都渋谷区南平台町１６番１７号

ぱ ち ん こ 遊 技 機

ｅバイオハザード６ＡＰＮ ５Ｐ１２８６

令 和 8 年 2 月 4 日 から３年間

12

株式会社　高尾 内ヶ島  吉則

名古屋市中川区中京南通三丁目２２番地

ぱ ち ん こ 遊 技 機

Ｐクイーンズブレイド奈落Ｖ３Ｂ ５１１０３０

令 和 8 年 2 月 4 日 から３年間
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愛 知 県 公 安 委 員 会

番号

申請者、製造業者の氏名又は名称 代表者の氏名

申請者、製造業者の住所

遊技機の種類

型式名 検定番号

有効期間

令 和 8 年 2 月 4 日

13

株式会社　アムテックス　 金子　明利

東京都台東区東上野一丁目１６番１号

ぱ ち ん こ 遊 技 機

ｅエイティシックスＭＡＭ２ ５Ｐ１５１９

令 和 8 年 2 月 4 日 から３年間

14

株式会社　アムテックス　 金子　明利

東京都台東区東上野一丁目１６番１号

回 胴 式 遊 技 機

Ｌ南国育ちＳＰＭ１ ５３１０５７

令 和 8 年 2 月 4 日 から３年間

15

株式会社　オッケー． 小川　博史

名古屋市天白区中砂町１４５番地

ぱ ち ん こ 遊 技 機

ＰウルトラマンメビウスＭ４ ５Ｐ１３６１

令 和 8 年 2 月 4 日 から３年間

16

株式会社　オッケー． 小川　博史

名古屋市天白区中砂町１４５番地

ぱ ち ん こ 遊 技 機

Ｐ魔法少女まどか☆マギカ３ＭＡＪ１ ５１０７５３

令 和 8 年 2 月 4 日 から３年間


